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e ヘルス倫理コードの改訂と日本におけるトラストプログラムについて 

：JIMA の最近の活動状況 

 

＜はじめに＞ 

 

総務省の調査によると、2009 年 1 月時点で、わが国におけるインターネットの利用者数

は 9,091 万人、人口普及率において 75.3%に達し、通信回線であるブロードバンドや携帯

の普及にあわせ、インターネットが人々の生活に浸透してきている 1）。インターネットの

利用法が広がる中で、世界的にもヘルスケア分野でのインターネット利用が進んでいるが、

2008 年 11～12 月にアメリカの Pew Internet&American Life Project Survey が行った調

査では、成人のインターネットユーザーの 83%がオンラインでヘルスケア情報を利用して

いて、「もし、医療や健康のことで情報や助けがほしくなった場合、何に頼りますか？」と

の質問に対し、57%が「インターネットで調べる」と回答、「本その他の印刷物で調べる」

の 54%より超えたことが報じられている。彼らは“e-patients”とも呼ばれ、そのうち 39%

が MySpace や Facebook などの SNS(ソーシャルネットワークキングサービス)を利用、12%

が新たなコミュニケーションツールである Twitter(ツィッター)を利用、“just-in-time 

someone-like-me”ということばに表されるようにインターネットの特性や最新機能を生

かした利用状況がうかがえる。 

インターネットの普及が始まった 2000 年前後頃から、インターネット上の医療・健康情

報の質に関して、社会の関心が高まり、医療専門家を含む関係者の熱心な議論の末、法的

規制によらない自主規制、すなわち、“Self-regulation”で質を確保していこうとの考え

方のもと、情報・サービスの提供者の自律的行動を促す倫理規範やガイドラインの策定・

運用が提唱されてきた。アジアでは日本インターネット医療協議会(JIMA)が、海外での取

り組みも参考にして、ヘルスケア分野でのサイトの運用法の細かな指針をまとめた「eヘ

ルス倫理コード」を 2003 年に策定発表、本基準に基づいた独自の認証システム(JIMA トラ

ストプログラム)を運用開始した。近年、いわゆる Web2.0 と称される人のネットワークや

双方向性を重視するインターネットの新たな利用法が生まれ、インターネットの利用環境

の変化にあわせた、eヘルス倫理コード改訂の必要性が高まった。 

JIMA では 2006 年 9 月に eヘルス倫理コード改訂の作業に着手し、数回のワーキンググ

ループ(WG)会議を重ね、200７年 7月 1日に eヘルス倫理コード Ver2.0 を改訂発表した。

Ver2.0 では、ブログや SNS などの新たな Web 技術や利用法に対応して利用者の安全と質の

確保していくため留意すべき点を追加記述するとともに、全体の項目だてを整理しなおし、

より読みやすくわかりやすい倫理コードに改訂した。本報告は近年のインターネット上の

ヘルスケア関連の情報・サービスの質確保を目的とした内外の取り組みを概観し、eヘル

ス倫理コードの作成過程とその特徴、Ver1.0 から Ver1.1、Ver2.0 へといたる改訂の経緯、

本コードを用いたサイトの認証システムの概要を紹介する。 
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＜方法＞ 

 

日本における自主的基準の作成にあたっては、海外における同様の取り組みを参考にし

た。民間レベルにおいては、非営利団体の URAC、Hi-Ethics、eHealth Ethics Initiative 、

AMA(アメリカ医師会)、その活動が欧米にまたがる Health on the Net (HON)などが目につ

いた。 

URAC は、保健医療産業に基準を設けるため、アメリカ認定保健医療委員会として、医療 

機関、保険会社、監査機関、コンシューマーが集まり 1990 年に設立された非営利団体で 

ある。2001 年 7 月に、“Health Web site Standards”を策定し、医療サイト認定プログ

ラムを開始していた。 

 AMA は、医療プロフェッショナルの立場から、より倫理性の高い自主基準を作成してい

た。1995 年より進めていた広告ガイドラインを最初に、コンテンツ、プライバシー、コマ

ースに関するガイドラインを追加、2000 年に AMA ガイドラインなる包括版を集成、公開し

た。 

他の国でも多様な取り組みがなされていた。カナダでは、政府が資金を投じ、CHN(カナ

ディアン・ヘルスネットワーク) と呼ぶ官民共同のプロジェクトを立ち上げ、“Resource 

Selection Criteria”という基準に基づき選別されたコンテンツの中からヘルスケア情報

を検索できるシステムを開発、これを公的に運用していく仕組みを構築していた。 

 欧州においては、2002 年に欧州委員会が策定した"eEurope 2005 Action Plan" の中に、 

"Modern online public service"のひとつとして、国民にひろく eヘルスのサービスを提

供していくことを盛り込み、メンバー各国において、国民がインターネット等を利用して

有用なヘルスケア情報にアクセスできるよう環境整備を行っていくことを決議した。これ

を受けて、 2002 年 12 月には、医療情報を提供する Web サイトの質を確保するための基準

である"Quality Criteria"が発表されていた。 

これらは、官民レベルの違いはあっても、いずれも self-regulation の考え方に基づい

た自主的基準や倫理規範となっている点で共通していた。 

 

こうした状況の下、わが国でも、インターネットの医療情報の提供のあり方に関する関

心が高まり、2001 年には経済産業省で「インターネット倫理問題検討会」が、2002 年には

厚生労働省で「インターネット等による医療情報に関する検討会」が開催された。 

 厚生労働省の検討会において主な議論の対象となった医療情報は、医療機関に関する情

報であったが、情報の提供主体を、国や自治体等の公的主体、民間の医療機関や組織・団

体等の私的主体の 2つに分けて問題を整理した。そして、公的主体からは客観性のある多

様な情報を提供していく、私的主体からは情報の信頼性に留意しながら、利用者のニーズ

に即したきめ細かな情報を提供していく必要があるとした。インターネット上の医療機関

からの情報提供は、当面規制の対象としないことを確認、情報の提供主体が自主的なガイ
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ドラインを運用するなどして問題に対応していく方針を示した。 

 こうした流れを受け、医療保健分野でのインターネット利用の環境づくりを目指し、医

師、患者、市民、弁護士などが集まり日本インターネット医療協議会が 1998 年に設立され

た(2003 年に NPO 法人化)。インターネット上での医療情報の提供利用のあり方について、

提供者と利用者双方の立場に立ってディスカッションを行い、「医療情報発信者ガイドライ

ン」を作成した。その内容は、(1)情報発信者の主体を明示する。 (2)問い合わせ窓口をつ

くる(3)情報の不完全性を告知し、慎重な利用法を促す、といった簡素なものであった。そ

して、本ガイドラインに基づき、サイトの運営主体が自己評価 (セルフアセスメント) を

行い、審査認定したサイトにはマーク (JIMA トラストマーク) を付与するトラストプログ

ラムを 2002 年 1 月に運用開始した。マークの付与数は多い時で 45 件にのぼった。 

JIMA では、トラストプログラムの普及活動にあわせ、内外の医療・健康分野でのインタ

ーネットの利用・提供状況に関する調査研究事業を行った。その結果、インターネットの

種々の課題に対応するには、大まかなガイドラインでは不十分で、サイト運営者がサイト

の構築・運用にあたって留意すべきポイントを細かく記述したものが必要になると考え、

2002 年春から本格的な検討作業を開始した。 

まずは、JIMA 内部でのブレーンストーミングを行い、ドラフト案を作成、マーク使用者

や JIMA 会員への案内を行い、最終ドラフトをとりまとめた。 

自主基準の名称は、eヘルス倫理コードとした。eヘルスは、ヘルスケア分野でインター

ネット等の情報通信技術を活用することにより、多様な情報・サービスを提供・利用して

いくことである。e ヘルス倫理コードは、ヘルスケア関連の情報・サービスを提供してい

くに際し、医療機関、事業者、サイト運営者が拠りどころとすべき倫理規範となる。 

e ヘルス倫理コードの最終ドラフトをインターネットに公開、2002 年 10 月 5 日から 12

月 25 日までパブリックコメントを募り、集まった意見を参考に文章修正を行い、2003 年 2

月 11 日に eヘルス倫理コード 1.0 として発表した。 

 e ヘルス倫理コード策定の背景・趣旨を述べた前書きに続いて、コンテンツ、コミュニ

ケーション、ケア、コマース、プライバシーの 5つの領域にわたって詳細項目を記述した。

運営主体者とスポンサーシップの明示、コンテンツの著作・制作・監修者の明示、情報の

参照元の明示、コンテンツの更新日の記載といったコンテンツにかかる注意点、コミュニ

ケーション、ケア、コマース時の注意点、プライバシーポリシーの掲示等、Ver1.0 は全部

で 112 項目にのぼった。 

 

 e ヘルス倫理コード 1.0 は、以下のような組織・団体を適用対象とした。 

 

・病院、診療所等の医療機関または医師 

・健康保険組合等の保険者 

・医療・保健に関連する情報やサービスを提供する公的機関 
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・eヘルスに関連する情報やサービスを提供する法人、団体 

・製薬メーカー、医学研究所 

・大学、専門学校等の教育機関 

・患者団体(個人) 

  

e ヘルス倫理コードの策定とともに、従来の簡素なガイドラインをもとに認定したサイ

トにマークを付与するトラストプログラムの見直しをはかった。サイトの運営主体者は、e

ヘルス倫理コードの各項目ごとに準拠の有無を自己評価したセルフアセスメントシートを

提出、JIMA の審査委員会でその内容を評価・審査、適合性が認められたサイトにマークを

掲示使用できるようにした。2003 年 4 月より eヘルス倫理コード 1.0 基準による審査・認

定業務も開始した。 

e ヘルス倫理コードの運用において大きな問題はなかったが、1年が経過した時点で、本

コードで定める基準や実際の運用面での問題がないかのチェックを行った。 

特に検討したのは、プライバシーの項であった。2004 年 6 月 23 日、厚生労働省におい

て「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」の初会合が開かれ、翌年

4 月からの個人情報保護法の施行に向けて、医療分野の個人情報の取り扱いに関するガイ

ドラインの策定に向けた議論が開始されていたため、その動向にも注意を払った。e ヘル

ス倫理コードが対象とするサイトの運営主体の医療機関において、関連法規・ガイドライ

ンやプライバシー保護の考え方において整合性を確保しておく必要があった。 

JIMA 内部でのディスカッションをもとに、大幅な変更でなく、軽微なバージョンアップ

にとどめた eヘルス倫理コード Ver1.1 ドラフトとして公開、意見募集を行った後、細かな

字句の修正を行い、2004 年 8 月 1日に公表、9月 1日より実運用を開始した。 

 

その後しばらくして、Web2.0 のことばとともに、新たな Web 技術が注目されるようにな

ってきた。ブログ、SNS 等の新規なコミュニケーションサービス、セカンドライフのような

仮想空間サービスも登場してきた。こうしたインターネット技術や利用環境の変化にあわ

せて、提供される情報・サービスの内容や利用法にも大きな変化が見られるようになって

きたため、医療・健康サイトの自主的基準である e ヘルス倫理コードも内容面での見直し

をはかることにした。 

 e ヘルス倫理コードの新たなバージョンは 2.0 とした。改訂作業にあたっては、上記のよ

うな変化を踏まえ、将来新たに登場するかもしれない技術やサービスにも対応可能で、弾

力的な運用ができるような記述を心がけた。また、主に医療機関から診療業務に関連して

提供されるサービスを一般のコマースから区別するため、新たに「サービス」の項を設け

た。 

項目のまとめ方としては、サイトの運営主体者に関する情報の開示を基本情報として別

立てにするとともに、各領域においては、誰が(情報やサービスを)提供するのか、誰が提
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供対象なのか、内容・利用方法の説明、利用条件、注意事項、問い合わせ窓口の設置、関

連法規の遵守といった共通の流れで記述した。また、関連法規やガイドラインはできるか

ぎり具体名をあげて記すようにした。 

 e ヘルス倫理コードを実際に運用するサイト管理者や JIMA の運営委員会メンバーを中心

としたワーキンググループ(WG)会議を数回重ね、Ver1.0、Ver1.1 の時と同じように、改訂

ドラフト案の検討、内部ディスカッションを行ってまとめたドラフトを公開、インターネ

ットでパブリックコメントを募り、集まった意見をもとに修正を行い、2007 年 7 月 1 日に

eヘルス倫理コード Ver2.0 を改訂発表した。 

 

＜結果＞ 

 

1. e ヘルス倫理コード Ver2.0 の概要 

 

完成したeヘルス倫理コードVer2.0と Ver1.1を項目別に対比した結果を表1～表8に示

す。各々の領域において、構成を見直した結果、増えたものもあれば減ったものもあった

が、サービスの項が新たに追加された結果、全体では 121 項目となった。 

 

「はじめに」では、ブログや SNS といった新規のコミュニティサービスの登場、また将

来に向けて予想される新たなインターネット技術や利用環境の変化に対応できるようバー

ジョンアップを行った理由を説明した。また、Ver1.1 では記載がなかった、本倫理コード

基準によるサイトの第三者評価とトラストマーク付与の認定プログラムの説明文も追加し

た。さらに、本倫理コードの適用対象である医療機関、医療従事者の職種等を分類しなお

すとともに、これらを構成要素とするネットワークも対象となることを追加した。 

 

 「基本情報の開示」は、Ver1.1 にはなかったものであるが、各領域に共通して関わる基

本的事項であると考え、別立てとした。「運営主体者に関する情報の開示」は、サイトの運

営主体者に関する基本的な情報を開示することであり、具体的には、サイト運営者の名前

(法人、団体名)、代表者名、住所、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等があげられ

る。これらの情報は特別な理由がない限り、トップページまたはトップページから直接リ

ンクされるページのわかりやすい場所に記載することとした。 

「スポンサーシップに関する情報の開示」では、サイトの運営にあたり、広告主や資金

支援元等のスポンサーシップがある場合、あるいは外部の営利サイトへのリンク等で何ら

かの便益を受けている場合は、その事実を開示することとした。「アクセス方法の案内」で

は、いわゆるアクセスビリティの確保に関して、パソコン・モバイル等の機器の種類や通

信回線等の、当該サイトにアクセスするための条件や方法がある場合は、必要に応じて分

かりやすく案内することとした。「注意事項の告知」では、サイトの利用に関し、セキュリ
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ティやプライバシー保護その他で注意事項や免責事項等がある場合は、分かりやすく告知

することとした。「問合わせ窓口の設置」は、サイトの運営に関し、一般的な問い合わせ、

意見・苦情等を受付する窓口を設けること。サイトの運用管理を外部に委託している場合

は、委託先の名前、電話、電子メールアドレス等を記載しておくことを求めた。これらは、

サイト運営にあたっての基本的な要求事項と考えられる。 

 

 「コンテンツ」では、Ver1.1 にあった「運営主体者に関する情報開示」や「広告主、資 

金支援元に関する情報開示」を「基本情報の開示」の項に移動した上で、新たに「コンテ 

ンツの提供者に関する情報」の項目を設けた。「コンテンツの提供者がサイトの運営主体者 

と異なる場合は、その関係を明らかにする。」としたのは、サイトの運営主体者自らが 

作成・運用するものではない外部サイトへのリンクやフレーム等でコンテンツを提供して

いるケースがあるからである。 

そして、「コンテンツの提供対象」、「コンテンツの内容、利用法」、「コンテンツの利用条 

件」、「利用時の注意事項」と、コンテンツの提供・利用にかかる案内に続き、コンテンツ

の著作・制作・監修者に関する情報、提供するコンテンツの正確性・最新性の確保、更新

日の明示を求めた。さらに医学情報については、科学的な根拠や裏付けが必要であること、

医療の実績情報(アウトカム情報)については、客観的な評価の可能なものと難しいものを

区別し、それぞれの特性に応じた情報の提供法を工夫すること、特に、患者・市民等の一

般利用者において、誤解や理解不足を生じないよう配慮することを求めた。 

 「第三者機関の評価・認定情報」については、病院等の施設で実際に提供される医療の

機能に関し、第三者機関の評価・認定を受けている場合は、評価・認定を受けていること

の事実、評価の結果に関する客観的な情報の提供にとどめ、利用者が誤解、誤認をおこす

ことのないよう配慮するとした上、新たに、「第三者の評価・口コミ情報」の項目をたて、

「客観性が必ずしも担保されたものとは言えないマスメディアの記事、著作物、口コミ・

評判等を引用・転載したりする際は、自己の優位性、優秀性を暗示するような過度の表現

は避け、利用者が誤解、誤認をおこすことがないように注意する。」こととした。 

続いて、コンテンツの表現法、リンク・フレーム等の使い方、利用者環境への配慮に触

れた後、病気の診断・治療等に関する情報を提供する場合は、提供される情報はあくまで

も参考情報であり、実際の診断・治療に置き代わるものでないことを告知すること、また

情報の利用に際して疑問や不明の点がある時は、医師等専門家に相談、アドバイスを受け

ることをすすめる等で注意を促すことを求めた。 

 最後の「関連法規の遵守」では、「インターネットで医療機関が提供する情報の内容と提

供の仕方によっては、医療法における広告規制の対象となることから、厚生労働省が定め

る「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適

正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」に留意する。」の一文を追加し

た。これは、これまで原則、広報または情報提供の扱いで広告規制の対象外とされてきた
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インターネットにおいても、いわゆる医療広告の 3 要件(誘因性、特定性、認知性)を満た

す場合は、広告に該当し規制対象となることが広告ガイドラインに記されたことを受けた

ものである。 

 

 「コミュニケーション」では、「コンテンツ」の項と同じ流れで、「コミュニケーション

の提供者に関する情報」、「コミュニケーションの提供対象」、「コミュニケーションの内容、

利用法」、「コミュニケーションの利用条件」、「利用時の注意事項」を記した後、具体的な

コミュニケーションツールとして、電子メール、メールマガジン、メーリングリスト、電

子掲示板に加えて、ブログと SNS を追加した。特に、SNS については、「SNS のサービスを

提供している場合は、SNS の仕組みや利用法について、初心者も想定したわかりやすい案内

を行う。特に、SNS は名前、住所、性別等の個人情報の公開の範囲の設定の仕方によっては、

思わぬトラブルも起こりうることから利用者に注意を促す。」と細かく記した。 

 また、新たなコミュニケーション手段やコミュニティ創設の機能を有するサービスが開

発・提供された時にも対処できるよう、「新規コミュニケーション」の項を設け、「インタ

ーネットと Web 利用技術の進展により、新たなコミュニケーションの提供が可能となった

場合は、その仕組みや利用法について、初心者も想定したわかりやすい案内を行い、利用

者が誤った利用をしたり不利益を被ることのないよう配慮する。」とした。 

 

 「ケア」については、Ver1.1 では、「オンラインでの医療相談やサポート及び遠隔医療等

があげられる」とだけ定義していたのを、Ver2.0 では、「ケアには厚生労働省が「情報通信

機器を応用し診療の支援に用いる」として定義する遠隔診療、電話再診のほか、慢性的疾

患を有する患者に対し、医師が療養上有用と考えて行う継続的助言・指導などが含まれる。

また、保健指導機関が行う保健指導業務もケアに含めて考える。」と定義しなおした。 

 「ケア」の項目は、他の項と同じ流れで、「ケアの提供者に関する情報」、「ケアの提供対

象」、「ケアの内容、利用法」、「ケアの利用条件」等と記した後、Ver1.1 では 3 項目あった

「プロフェッショナル倫理」をひとつに整理して「医師、コメディカル、保健指導従事者

等の有資格者は、患者や一般利用者がオンラインで質の高いケアやサービスを受けられる

よう、医療提供者のプロフェッショナルとしての倫理、行動規範に従うものとする。」と表

現した。また、「オンラインでのケア」の項目をたてて、「オンラインでのケアを行うもの

は、オンラインで行うケアの範囲と限度を十分わきまえ、オンラインでのケアが不適とな

った時は、受診・面談に切り替えるなど、状況に応じて適切な対応ができるようにする。」

とした。 

 

 「サービス」の項は、今回の改訂で初めて設けられたものである。実際の医療機関等の

業務に関連して提供されるサービスのうち、「コミュニケーション」、「ケア」、「コマース」

のいずれにも分類できないものがあった。インターネットを利用した「診療予約や医療相
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談、診療情報・処方情報・健康情報の保管、伝送、提供等の、医療・保健に関連したサー

ビスやその仕組みを提供したりする場合」などであるが、診断・治療、保健指導等の主業

務に付随するサービスととらえることができ、これを別途分けることで理解しやすくした。 

他の項と同じ流れで、「サービスの提供者に関する情報」、「サービスの提供対象」、「サー

ビスの内容」、「サービスの利用条件」、「利用時の注意事項」と記したが、特に「サービス

の利用条件」においては、「会員登録の有無、有料・無料等の条件により、利用できるサー

ビスの内容に違いや制限がある場合は、利用条件を分かりやすく説明する。また、サービ

スの利用にあたり、個人情報の登録、ID やパスワードの登録が必要な場合は、事前の説明

と同意を得た後に、サービスを提供する仕組みを確保する。」と記して、利用者の安全の確

保に注意を払うようにした。 

 

 「コマース」では、コマースを「インターネットを利用して、医療・保健に関わる製品

の販売や役務の提供、及び広告・宣伝等の営利的活動を行ったりするコマースにおいては、

関連する法律・通知等を遵守し、利用者の利益と安全に十分配慮し、公正で誠意をもって

事業活動にあたるものとする。」と定義しなおすとともに、他の項と同じ流れで、「コマー

スの提供者に関する情報」、「コマースの提供対象」、「コマースの内容」、「コマースの利用

条件」、「利用時の注意事項」、「コマースの利用停止」、「コマースの問合わせ窓口」と整理

した。また、「病気や健康に関する相談・助言」の項目をたて、「有料・無料にかかわらず、

「医師-患者」の既存の関係を有しないところで提供される、病気や健康に関する相談・助

言は、診断・治療に置き代わるものでないことを利用者に告知する。」と記した。 

 

 「プライバシー」では、プライバシーに関する定義はそのままとした上で、「個人情報の 

取扱いの有無」の後に、Ver1.1 ではなかった「個人情報の管理責任者の明示」の項目をた

て、「個人情報の管理責任者を明示する。サイトの運営主体者と実際のサービスの提供者が

異なる場合は、個人情報の管理責任者が何れであるか明示する。」とした。 

 個人情報の保護方針であるプライバシーポリシーについて、Ver1.1 では、対外的な告知

文であるプライバシーステートメントという語を使い分けていたが、最近の慣用表現に従

い、プライバシーポリシーという語に統一した上で、「プライバシーポリシーの要件」を以

下のように整理した。 

(1) 誰が個人情報を取得しているか。 

(2) いつ、個人情報を取得しているか。 

(3) どのような個人情報を取得しているか。 

(4) 誰が個人情報を利用しているか。 

(5) 個人情報の利用目的は何か。 

(6) 第三者へ個人情報を提供しているか、またその予定があるか。 

(7) 第三者への個人情報の提供がある場合、その提供相手は誰か、また提供の目的は何か。 
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(8) 誰が個人情報を管理しているか。 

(9) 本人自身による個人情報の確認とその手段の確保。 

(10) 本人自身による個人情報の更新、訂正、削除の可否とその手段の確保。 

(11) 個人情報の提供により受けられるサービスの内容と条件。および、個人情報を提供 

しないことによるデメリットの説明。 

(12) 個人情報の利用または第三者への提供に際しては、あらかじめ本人の同意を得る。 

(13) 個人情報の保存期間（または削除日）を明示する。 

 

(1)～(12)は Ver1.1 でもあったが、(13)の「個人情報の保存期間（または削除日）を明示する。」

を新たに追加した。(10)は Ver1.1 では、「本人自身による個人情報の更新、訂正、削除とその

手段の確保。」とあったのに対し、Ver2.0 では、「本人自身による個人情報の更新、訂正、削除

の可否とその手段の確保。」というように、更新、訂正、削除≪の可否≫とした。これは、本人

から個人情報の削除の申し出があっても、診断・治療の状況によっては、単純には対応できな

いケースがあると考えられるからである。 

 

また、Ver1.1 では「専門的業務での個人情報の取り扱い」に関する事項として、3 つの

項目を設け、「個人の健康情報や検診データ等をオンラインのデータベースとして保管する

など、専門的業務に関連して個人情報を取り扱う場合は、その数の多少にかかわらず、個

人情報の取り扱いに関する取り決めを策定しておく。」等と記していたが、Ver2.0 ではこれ

らの記述を削除した。これは、2003 年 6 月より厚生労働省に「医療情報ネットワーク

基盤検討会」が設置され、医療情報の電子化についてその技術的側面及び運用管理上

の課題解決や推進のための制度基盤についての検討・議論が始まり、検討会の最終報

告書や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」のとりまとめ、続く改

訂作業により、電子的な医療情報の扱い方やネットワークの利用法についての考え方

の整理が行われていて、決定版の確定が待たれていた事情による。 

 「セキュリティ」は、Ver1.1 とほぼ同じ内容となっているが、最後の「関連法規の遵守」 

では、Ver1.1 で「個人情報の保護に関し、関連する法令や規則、ガイドライン、通知等が 

ある場合は、これを遵守する。」とだけ記していたのに対し、Ver2.0 では「個人情報の取 

扱いに際しては、『個人情報の保護に関する法律』及びこれに基づくガイドライン(『医療 

・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』、『健康保険組 

合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』、『国民健康保険組合におけ 

る個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』等)を遵守する。またセキュリティに 

関しては『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』を遵守する。」と関連する 

ガイドラインの具体名をあげて記した。 

 

2.e ヘルス倫理コード 2.0 を用いたトラストプログラム 
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e ヘルス倫理コードは、医療・健康関連の Web サイトの信頼性を確保していく民間の自

主的基準である。JIMA では、本倫理コードにもとづいて、サイトを第三者的に審査・評

価し、一定基準を達成していることが認められたサイトにトラストマークを付与する認証

事業を行っている。トラストマークの申請手続き、申請・審査にかかる費用、トラストマ

ーク使用規約が JIMA のホームページに案内されている 2）。その流れは一般的な認証プロ

グラムにあるように、サイト運営者によるマークの使用申請と審査申し込み、e ヘルス倫理

コードに基づいたセルフアセスメントの実施、アセスメントの提出、申請受理、費用支払

い後の審査(予備審査と本審査)、審査結果の通知、マークの発行、マークの掲示と認証の開

始、といった手順となっている。 
マークが掲示されたサイトに関し、サイトの閲覧・利用者から意見や苦情があれば、直

接、サイト運営者に意見を提示できるだけでなく、JIMA のホームページに設けられた

JIMA POST への投書を通じ、マークの発行元である JIMA に対し、意見や苦情を提示し

たり、当該サイトの是正指導の申し入れを行うことができるようになっている。JIMA で

は、このようにサイトの運営者が自主的にサイトで提供される情報やサービスの質を高め、

信頼性を確保していく仕組みをトラストプログラムと呼んで、その普及・推進に取り組ん

でいる。トラストプログラムの全体的な流れを図 1 に示す。 
 

現在、このプログラムの趣旨に賛同してトラストマークを掲示使用しているサイト数は、

病院・診療所等の医療機関を中心に 17 となっている。e ヘルス倫理コード以前の単純なガ

イドラインに比べるとアセスメント項目が多く、細かな対応が求められるため、マークの

付与数が減ったが、改めての普及活動で少しずつ増えてきている。認定サイトの中には、

オンラインでのうつ病の自己診断プログラムにより受診アドバイスが得られるカナダのサ

イトがあり、本サイトを審査するにあたって、運営主体者であるカナダ在の人たちに e ヘ

ルス倫理コードを理解してもらうため、その英語版を用意した。また、最近、「インターネ

ット医療保健情報サービス管理弁法(中国衛生部令第 66 号)」の発令により(2009 年 7 月 1
日施行)、インターネット上の医療・健康サイトへの規制強化をはかった中国とその他のア

ジア諸国向けに日本での取り組みに関心をもってもらえるよう、中国語への翻訳も試みた。

e ヘルス倫理コード 2.0 の日本語版、英語版、中国語版を資料 1～資料 3 として添付した。 
  
 
 
 
＜考察＞ 
 

http://www.jima.or.jp/trustguide/aboutmark.html
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Wilson は、インターネット上のヘルスケア情報を、利用者が適切に評価し、活用できる

ようにする仕組みとして、大きく Code of conduct、Quality label、User guide、Filter 、

Third party certification の５つに分類した上で、実際に自主的基準として策定された

ツールを具体的にとりあげ、各々の Costs and benefits を分析している。 

Code of conduct の例として、Internet Health Coalition の eHealth Code of Ethics、

AMA のガイドライン、eEurope の Quality Criteria などがあるが、これらは Web サイトの

構築にあたって質を確保するための基準を提示、情報・サービスの提供者には“good 

practice”が何であるかを示し、利用者には基準に準拠しないサイトに注意を促す仕組み

になっている。導入側にはコストが少ないものの強制力がないため、その実効性が保証さ

れるものではない、としている。 

Third party certification の例として、MedCertain や URAC などがあるが、これは自主的

基準に準拠していることを第三者的に審査・認証、利用者が認知できるよう所定のロゴや

シンボルから構成されるラベルをサイトに表示できる仕組みになっている。利用者にとっ

ては、便利であるものの認証組織やサイト運営者にはコスト負担が大きい、としている。 

この分類でいくと、JIMA の e ヘルス倫理コード Ver2.0 は Code of conduct であり、トラ

ストプログラムは Third party certification の一種と考えられる。 

 2002年にWilsonが整理したツールやプログラムは、現在もなお運用中のものもあれば、

サイトの更新がなく活動の有無が不明なものもある。対外的な影響もあり、いったん公開

された自主的基準やガイドラインは継続したメンテナンスとインターネットの発展にあわ

せたバージョンアップが必要であると思われる。この点において、JIMA の e ヘルス倫理コ

ードは、環境の変化をとらえ、内部でのディスカッション、ドラフトの公開、意見募集後

の決定、と一定の手順のもと、1.0→1.1→2.0 へと改訂を行い、継続したメンテナンスが

行われていることは評価できる。ただ、自主的取り組みの限界もあり、トラストプログラ

ムによるマークの付与数も少数にとどまっており、普及面での課題を残している。 

こうした取り組みに対して、2002 年に開催された厚生労働省の「インターネット等によ

る医療情報の関する検討会」では、民間ガイドライン、第三者機関の評価、苦情受け付け

等、情報の信頼性を確保する仕組みを活用する、として理解を示したものの、その後のイ

ンターネットの普及状況を踏まえての規制の見直しや新たな議論を開始していこうという

動きは見えていない。 

 同じアジアで、インターネットの規制が厳しい中国では、前述の法令により、医療機関

を含むすべての医療健康サイトを対象に、 

・インターネットで医療保健関連の情報やサービスを提供するにあたっては、地域の行政

監督署の許可をとること。(2 年ごとの更新性) 

・医療機関及び公的機関には、中国国内法や規則に通じた 2名以上のスタッフを置くこと。 
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・提供するコンテンツは、「科学的かつ正確である」こと。リンク先も含むすべてのコンテ

ンツに責任を持つこと。医療広告は事前に承認を得た範囲内とし、かつ医療広告管理弁法

を遵守していること。わいせつな内容を含んでいないこと。 

・オンラインでの診断や治療活動をしないこと。 

等を内容とした規制が発せされ、違反者には、関連法による罰則のほか、商用・非商用に

よって異なる罰金が科せられる制度が始まったところである。 

 

 コストがかからず、ニーズに応じた情報やサービスを提供・利用できるインターネット

の特性や利点、将来への可能性・発展性を考えると、必要以上の法的規制はないほうが望

ましいが、不正確な医学情報や不適切な広告表現等で利用者に不利益やトラブルの発生事

例が多発すると、問題は放置できなくなり、何らかの対応策が求められるようになってく

る。 

 性急な法的規制の方向にいかないためにも、関係者や行政が一緒になっての、インター

ネット上での医療・健康情報の提供のあり方に関する改めての議論が求められていると思

われる。JIMA のこれまでの活動や経験から、インターネット上での健康・医療情報の質の

担保、利用者の主体的、安全性を確保した利用環境の整備のためには、NPO 単独の取り組

みではなく、行政や関連企業、一般市民・消費者との連携が必要とされる。NPO としての

JIMA の役割は、この取り組みのイニシアティブを取り、具体的なガイドライン、モデルを

提示して、そのシステムが円滑に運用されるようにコーディネートしていくことであろう。 
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